
 

建築基準法（以下「法」という。）第７０条第１項の規定に基づき提出されました次の建

築協定書について、法第７３条第１項の規定により当該建築協定を認可しましたので、同

条第２項の規定に基づき公告します。 

その建築協定書は、法第７３条第３項の規定に基づき、京都市都市計画局建築指導部建

築指導課において一般の縦覧に供します。 

令和４年７月１１日 

京都市長 門川 大作   

１ 建築協定の名称 

  京都市中京区姉小路界隈地区建築協定 

２ 申請者の氏名  

柊家株式会社 取締役  村 勝 

３ 建築協定区域 

  京都市中京区大文字町３４１番１、３４１番５及び３４４番、同区丸屋町３３５番１、

同区中白山町２７４番、２７７番、２７９番、２８０番、２８０番１から２８０番４ま

で、２８１番、２８３番、２８５番、２８６番、２８６番１、２８６番３、２８７番、

２８８番、２８８番１、２８９番、２８９番１、２８９番２、同区下白山町２９０番３、

２９１番、２９１番１、２９２番２から２９２番４まで、２９３番、２９３番１、２９

４番、２９５番１、２９５番２、２９９番、３０２番２から３０２番４まで、３０７番、

３０９番、３１２番１、３１２番２、同区松下町１２５番、１２５番１、１２６番、１

２８番１、１３１番２、１３６番２、１４０番１、同区福長町１２０番、１２０番１、

１２３番１、１２３番２、同区柳八幡町７４番５、７４番７から７４番９まで、７４番

１１、７５番２、７５番４、７８番１、７９番、８０番１、８１番、８２番、同区油屋

町８３番、８４番１、８４番２、８６番、同区姉大東町５４７番、５４７番２、５４７

番３、５４８番、５４９番１、５５０番から５５４番まで、５５６番１、５５６番２、

５５８番から５６０番まで、同区菊屋町５６１番、５６３番、５６５番、５６５番１、

５６６番から５７２番まで、５７３番１、５７４番、５７４番１、同区丸木材木町６８

０番１から６８０番３まで、６８１番、６８３番４、同区大阪材木町６８５番３、６８

６番、６８６番１、６８６番２、６９０番１、６９０番３、６９０番４、６９０番６、

６９０番７、同区綿屋町５３８番、５３８番２から５３８番４まで、同区木之下町２７

４番３、２７４番８、２７４番１５、２７４番１７から２７４番２０まで、２７４番２



 

４、２８５番、２８５番１、２８９番、２９１番２、２９１番３、２９７番から２９９

番まで、３０２番、３０４番、同区車屋町２５１番、２５５番５、２６０番、２６２番、

２６３番、２６８番、２７０番から２７３番まで 

４ 建築協定区域隣接地 

  京都市中京区丸屋町３３８番、３３８番１、同区下白山町２９０番１、２９０番２、

２９２番１、２９３番３、２９４番１、２９６番、２９６番１、２９６番３から２９６

番６まで、２９７番、２９８番、２９８番２、２９８番４、２９８番５、３０２番、３

０２番１、３０２番５、３０５番、３０５番１、３１０番、同区松下町１２５番２、同

区福長町１２０番３、１２３番、同区柳八幡町７４番、７４番２から７４番４まで、７

４番６、７４番１０、７４番１２、７４番１３、７６番から７８番まで、８０番３、同

区油屋町８４番３から８４番６、８５番、８７番、同区姉大東町５５５番、同区菊屋町

５６２番、５６８番１、５７３番、同区丸木材木町６８２番、６８３番、６８３番１か

ら６８３番３まで、６８４番、６８４番１、６８４番２、同区大阪材木町６８５番１、

６８５番２、６８８番、６８９番１、６９０番２、６９０番５、同区東片町６１０番１、

６１０番２、６１１番１、同区笹屋町４４６番１から４４６番３まで、同区木之下町２

７４番、２７４番１、２７４番２、２７４番４から２７４番７まで、２７４番９、２７

４番１０、２７４番１４、２７４番１６、２７４番２１から２７４番２３、２８６番、

２８７番１、２８８番、２９０番１、２９１番１、２９４番、２９６番、３００番、３

０１番、３０３番、３０５番、同区車屋町２６９番 

５ 建築協定の事項 

  建築物の用途、形態 

６ 協定の期間 

  １０年間（有効期間の満了６箇月前までに、土地の所有者等から委員会に対して、書

面により有効期間を延長しない旨の申立てをしない限り、有効期間を更に１０年間延長

するものとする。） 

７ 認可年月日及び番号 

  令和４年７月１１日付け第１３-００１号 

８ 縦覧期間 

  京都市の休日を定める条例第１条に定める本市の休日を除く日の午前８時４５分から

午後５時３０分まで(ただし、正午から午後１時までは除く。) 

（都市計画局建築指導部建築指導課）


